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発　行　令和 8年 5月15日

発行所　名護市

市   章
　　　　総務部総務課

　　　――――　告　　　　示　――――

○　名護市告示第100号(地域力推進課)

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ

　いて（名護市我部祖河区）

○　名護市告示第101号(低所得世帯価格支援PT)

　令和７年度名護市地域経済活性化応援事業

　（地方創生臨時交付金）実施要綱の公表に

　ついて

○　名護市告示第102号(農業政策課)

　名護市経営発展支援事業等補助金交付要綱

　の一部を改正する要綱の制定について

○　名護市告示第103号(健康増進課)

　名護市健康増進事業等実施要綱の一部を改

　正する要綱の公表について

○　名護市告示第104号(市民課)

　自動車臨時運行許可番号標の失効について

○　名護市告示第105号(国民健康保険課)

　配当計算書(謄本)の公示送達について

○　名護市告示第106号(保育・幼稚園課)

　子ども・子育て支援法第58条の11の規

　定に基づく告示について

○　名護市告示第107号(地域力推進課)

　地縁による団体の告示事項の変更告示につ

　いて（名護市我部区）

○　名護市告示第108号(子育て支援課)

　名護市女性相談員設置要綱の一部を改正す

　る要綱の公表について

　　　――――　公　　　　告　――――

○　名護市公告第20号(総務課)

　名護市公募型指名競争入札の実施について

　（長筋原支線９号農道災害復旧工事）

○　名護市公告第21号(総務課)

　TSUNAGU CITY 2027 i　n NAGO 

　企画提案及び運営業務委託に係る公募型

　プロポーザルの実施及び公告について

名　護　市　公　報

名護市公報



名護市告示第100号

平成6年3月15日付け名護市告示第16号で、地方白治法(昭和22年法律第67号)第

260条の2第10項の規定に基づき認可した地縁による団体「名護市我部祖河区」の告

示事項について、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

'

゛、

令和8年4月13日

'

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和8年4月1日から、代表者を名護市字我部祖河217番地1、新城

る。

名護市長渡具知

記

'].^

昇とす
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名護市告示第1田号

令和7年度名護市地域経済活性化応援事業仕也方創生臨時交付金)尖施要綱を次のよう

に定める。

令和 8年4月16日

、

令和7年度名護市地域経済活性化応援事業け也方創生臨時交付金)実施要綱

紙

名護市長渡具知武豊

1

~別
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゛
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令和7年度名護市地域経済活性化応援事業け也方創生臨時交付金)実施要綱

(目的)

第1条この要綱は、物価高騰等の影響を鑑み、市内の加盟店のみで使用できる商品券を

配布し、市民及び事業者を支援し、市内全域の経済活性化を図るため、なごむん商品券

を発行する事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

①事業令和7年度名護市地域経済活性化応援事業け也方創生臨時交付金)をいう。

②なごむん商品券事業において市によって発行される商品券をいう。

恨)加盟店舗市内においてなごむん商品券を取り扱う店舗をいう。

④特定店舗次のいずれかに該当する店舗をいう。

ア市内に本店又は主たる事業所を有する事業者が運営する店舗

イ個人事業主として、本市に納税している店舗及び事業所(フランチャイズ契約に

よる事業主も含む)。

⑤特定店舗利用券なごむん商品券のうち、特定店舗で使用することができる商品券

をいう。

⑥共通券なごむん商品券のうち、加盟店舗で使用することができる商品券をいう。

(実施主体)

第3条事業の実施主体は、市とし事業の一部を委託できるものとする。

(なごむん商品券の発行)

第4条なごむん商品券は、 1人当たり1冊を発行するものとし、その内容は次のとおり

とする。

①特定店舗利用券及び共通券は、 1冊当たりそれぞれ12枚ずつとする。

②特定店舗利用券及び共通券の額面は、 1枚当たり500円とする。

(対象者)

第5条なごむん商品券の支給を受けることができる者は、次のとおりとする。

住)令和8年1月31日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録

されている者とする。ただし、基準日において市から他市区町村へ転出した者を除

く。

②その他市長が認める者

2 なごむん商品券は、前項の対象者の属する世帯の世帯主又は市長が適当と認める者に
対して支給することができる。

3 前項第1号の規定にかかわらず、基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難

し、配偶者と生計を別にしている者等(以下「DV避難者」という。)が避難している世

帯であって、基準日において市に居住している者については、次に掲げる第1号の要件

を満たし、かつ、第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その

旨を様式により市長に申し出た場合には、当該DV避難者を対象者とし、商品券を発行す

る。

住)国民健康保険法(昭和器年法律第1兜号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民

健康保険に加入していること又は健康保険法(大正Ⅱ午法律第70号)、船員保険法

(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和器年法律第1器号。他の法律

において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和訴年法律第

巧2号)の規定による世帯主がその配偶者の被扶養者となっていないこと。

尋
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②世帯主であるその配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づ

く接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

③婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」仕也方公共

団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書

を含む。)が発行されていること。

④基準日までに住民票が市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和呪年自治振第

150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカ

一行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事

務における支援措置の対象となっていること。

4 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸

籍であると市に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを市長が相当と

認めるときは、当該無戸籍者を対象者とし、商品券を発行する。

(なごむん商品券の利用期限等)

第6条なごむん商品券の利用期限は、令和8年9月30日までとする。ただし、市長が認

める場合はこの限りでない。

2 利用期限を経過したなごむん商品券は、無効とする。

3 加盟店舗との購入取引に使用されたなごむん商品券の券面金額の合計額が、当該購入

取引の対価を上回るときは、加盟店舗からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行

わない。

4 なごむん商品券を発行された者は、当該商品券を交換、譲渡及び売買してはならな

い。

5 なごむん商品券は、加盟店舗が取り扱う商品、サービス等を購入する場合に利用でき

るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは利用の対象外とする。

山有価証券、前払式証票その他これらに類するもの

②不動産や金融商品

③たばこ

④商品券(ビール券、図書券、店舗が独自に発行する商品券等)、乗車券(路線バ

ス)、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの

⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和部年法律第1記号)第2

条第1項第4号、第5号及び同条第5項に規定するもの

⑥特定の宗教、政治団体と関わるもの又は公序良俗に反するもの

⑦国税、地方税等又は使用料等の公租公課

⑧事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入商品等の事業資金

⑨医療保険や介護保険等が適用されるサービス及び商品(処方笈が必要な医薬品を含

む。)

(券面表示事項)

第7条なごむん商品券の記載事項は、次のとおりとする。

①発行主体(名称、市章)及びその所在地

②利用可能な地域、金額及び期間

③利用期間

④複製防止加工の表示

⑤つり銭の対応に関する説明

⑥紛失及び盗難の免責事項

⑦利用期問経過後の注意事項

゛
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⑧その他市が必要と認める事項

(商品券の発行期限)

第8条対象者への商品券の発行期限は、市長が別で定める。

(損失等の責務)

第9条市は、発行後のなごむん商品券の盗難、紛失及び滅失の責務は、一切負わないも

のとする。

(不正利用の損害)

第10条市は、なごむん商品券の偽造等の不正利用により事業に損害が発生したときは、

当該不正利用者に対し、損害賠償を請求する。

仂U盟店舗の募集期問)

第Ⅱ条加盟店舗の募集期間は、別に定めるものとする。

仂Π盟店舗の登録申請)

第12条加盟店舗の登録を希望する事業所又は個人事業主(以下「事業所等」という。)

は、誓約書及び加盟店舗登録申請書(以下「登録申請書等」という。)を市長に提出し

なけれはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業所等は、加盟店舗に登録する

ことができない。

①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号、第5号及

び同条第5項に該当する営業を行うもの

②特定の宗教・政治団体と係る場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行うもの

信)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第

6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団

体等

④市が不適当と認める店舗(事業所等)

仂"盟店舗の登録)

第13条市長は、受け付けた登録申請書等の内容を審査し、登録を行う場合は、申請事業

所に対し、加盟店舗である旨を表示したのぼり、ポスター等を配布するものとする。

仂Π盟店舗の責務)

第14条加盟店舗は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

①なごむん商品券により加盟店舗の商品等を購入又は利用する者(以下「利用者」と

いう。)が利用期間中になごむん商品券を持参したときは、なごむん商品券額面分の

商品を販売又はサービスの提供を行うこと。

②登録時に配布されたのぼり及びポスター等を見やすい場所に掲示すること。

③利用者から受け取ったなごむん商品券には、店舗名等を必ず押印又は記入するこ

と。

④他店舗名の押印又は記入済みのなごむん商品券は、受取を拒否しなけれぱならない
こと。

⑤特定店舗を除く加盟店舗においては、特定店舗利用券を利用させないこと。

⑥偽造等の不正利用の疑いがあるときは、受取を拒否するとともに速やかに市に申し
出ること。

⑦なごむん商品券の交換、譲渡、売買又は再利用をしないこと。

⑧なごむん商品券を事業取引に利用しないこと。

⑨市が事業に関して調査等を行うときには、報告等の協力をすること。

⑩その他この要綱の規定を遵守すること。

3/4
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仂Π盟店舗資格の喪失等)

第15条市は、加盟店舗がこの要綱の規定に違反する行為が認められた場合は、加盟店舗
の登録を取消し、及び損害賠償を請求することができる。

仂Π盟店舗の換金期間等)

第16条加盟店舗が利用者から受け取ったなごむん商品券を換金することができる期間及
びその方法は、別に定めるものとする。

2 加盟店舗が利用者から受け取ったなごむん商品券のうち、換金申請を行うまでに盗難

等により紛失したものに係る換金申請は、受け付けないものとする。
(補則)

第17条この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則

この要綱は、告示の日から施行する。

、
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名護市告示第 102

名護市経営発展支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

゛

令和 8年4月器日

名護市経営発展支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武
名護
市長印

ロ
ラ



　　　名護市経営発展支援事業等補助金交付要綱の一部を改正する要綱 
　名護市経営発展支援事業等補助金交付要綱（令和４年告示第 178-３号）の一部を次のように改正する。 

備　考　改正箇所は、下線が引かれた部分である。 
　　　附　則 
　この要綱は、告示の日から施行し、令和８年４月７日から適用する。

 改正後 現行

 第1条～第18条　略 

（就農状況報告等） 

第19条　交付対象者は、補助事業実施の翌年度から交付対象者事業計画

に定めた目標年度の翌年度まで、毎年７月末及び１月末までにその直

前の６か月（実績報告後１回目の報告においては、実績報告後又は就

農後からの期間）の就農状況報告等（国対策要綱別記１の別紙様式第

４号若しくは別紙様式第１号－２又は国緊急要綱別記２の別紙様式第

４号若しくは別紙様式第１号－１。以下同じ。）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

　　また、交付対象者は、毎年１回、就農状況報告等を提出する際（原

則、毎年１月末までの報告時）に、「みどりチェック」チェックシート

（国対策要綱別記１の別紙様式第１号－２別添11、別紙様式第４号別

添５又は国緊急要綱別記２の別紙様式第４号別添７。以下「チェック

シート」という。）に記載された各取組について、前回のチェックシー

トの提出以降（実績報告後１回目の報告においては、実績報告後又は

就農後からの期間）に実施した旨をチェックした上で、当該チェック

シートを市長に提出しなければならない。 

２～５　略 

以下、略

第１条～第18条　略 

（就農状況報告等） 

第19条　交付対象者は、補助事業実施の翌年度から交付対象者事業計画 

　に定めた目標年度の翌年度まで、毎年７月末及び１月末までにその直 

前の６か月（実績報告後１回目の報告においては、実績報告後又は就 

農後からの期間）の就農状況報告等（国対策要綱別記１の別紙様式第 

４号若しくは別紙様式第１号－２又は国緊急要綱別記２の別紙様式第 

４号若しくは別紙様式第１号－１。以下同じ。）を市長に提出しなけれ 

ばならない。 

　また、交付対象者は、毎年１回、就農状況報告の際（原則、毎年１月

末までの報告時）に、環境負荷低減のチェックシート（国対策要綱別

記１の別紙様式第４号別添５又は国緊急要綱別記２の別紙様式第４号

別添７。以下「チェックシート」という。）に記載された各取組につい

て、前回のチェックシートの提出以降（実績報告後１回目の報告にお

いては、実績報告後又は就農後からの期間）に実施した旨をチェック

した上で、当該チェックシートを市長に提出しなければならない。。 

 

２～５　略 

以下、略



名護市経営発展支援事業等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために

必要な機械・施設の導入等に係る取組を支援するとともに、農業経営基盤強化促進法

(昭和55年法律第妬号。以下 r基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計

画(以下「地域計画」という。)の早期実現に向けて、将来の農地の受け手となる新規

就農者等の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組に要する経費に対し、予算

の範囲内において、名護市経営発展支援事業等補助金(以下「補助金」という。)を交

付するものとし、その交付に関しては、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要

綱(平成12年4月1日付け12構改B第闘0号農林水産事務次官依命通知。)、新規就農者育

成総合対策実施要綱(令和4年3月胎日付け3経営第肘収号農林水産事務次官依命通

知。以下「国対策要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年

12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急要綱」とい

う。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以

下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令印召

和30年政令第2踊号。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18

号。以下「規則」という。)及び名護市補助金等の交付に関する規則(昭和騎年規則第

8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の事業内容等)

第2条補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象経費及び補助率

は、別表に定めるものとし、その事業内容は、国対策要綱別記1の第5-1若しくは第

5-2又は国緊急要綱別記2の第5の 1若しくは第5のⅡに規定するものとする。

(事業計画の作成及び承認申請)

第3条補助金の交付を受けようとする者又は法人(以下「申請者」という。)は、交付

対象者事業計画(国対策要綱別記1の第6の1又は国緊急要綱別記2の第6の1に規定

する交付対象者事業計画。以下同じ。)を作成し、交付対象者事業計画承認申請書(様

式第1号)に添付し市長に承認申請しなけれぱならない。

(事業計画の承ミ副

第4条市長は、前条の承認申請があった場合には、内容について審査し、計画を承認す

べきものと認めた場合は、交付対象者事業計画承認通知書(様式第2号)により申請者
に通知する。

(交付申請)

第5条前条の承認を受けた申請者は、毎年度市長が定める日までに名護市経営発展支援

事業等補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付して市長に提出しなければな
らない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税

額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭

和朋年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と

当該金額に地方税法(昭和25年法律第器6号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金

額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額

が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時におい

て当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)
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第6条市長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、

補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者に対して名護市経営発展支援事業等補

助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条前条の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、第5条第1項の

交付申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付決定の通知を受けた日か

ら起算して巧日以内にその旨を記載した名護市経営発展支援事業等補助金取下申出書

(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(契約等)

第8条交付対象者は、補助事業の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ市長に届

け出なけれぱならない。

2 交付対象者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、

般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付するこ

とが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができ

る。

3 交付対象者は、前項の契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札又は見積り合

せ(以下「入札等」という。)に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に

関する申立書(様式第6号。以下「申立書」という。)の提出を求めることとし、当該

申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。

(債権譲渡等の禁止)

第9条交付対象者は、第6条の規定による交付決定の通知によって生じる権利及び義務

の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(事業計画の変更、中止又は廃止の承認)

第10条交付対象者は、別表に定める重要な変更に該当する交付対象者事業計画の変更、

中止又は廃止しょうとする場合には、名護市経営発展支援事業等補助金変更承認申請書

(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は前項の申請内容を審査し、適当と認めた場合は、必要な条件を付し申請者に通

知するものとする。

(軽微な変更)

第H条交付対象者は、補助事業の内容の変更のうち、別表の重要な変更の欄に掲げる内
容以外のものを変更する場合は、前条に規定する手続きを省略できるものとする。

(事業の着手及び完了報告)

第桧条交付対象者は、工事又は機械購入を伴う補助事業については、補助金の交付決定

の通知後、遅滞なく着手し、着手後速やかに名護市経営発展支援事業等補助金着手報告

書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは、速やかに名護市

経営発展支援事業等補助金完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなけれはならな

い。

(事業遅延の届け出)

第玲条交付対象者は、補助事業が予定の期問内に完了することができないと見込まれる

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに名護市経営発展支援

事業等補助金遅延等届出書(様式第9号)を市長に提出し、その指示を受けなければな

らない。

(遂行状況報告)
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第14条交付対象者は、市長が補助事業の遂行状況について報告を求めたときは、名護市

経営発展支援事業等補助金遂行状況報告書(様式第10号)を作成し、市長に提出しなけ
ればならない。

(実績報告)

第15条交付対象者は、補助事業を完了したときは、その日から起算して20日を経過した

日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに名護市経営発展

支援事業等補助金実績報告書(様式第H号。以下「実績報告書」という。)を市長に提
出しなければならない。

2 第3条第2項のただし書により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでな

いまま交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該

補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金等額から減
額して報告しなければならない。

3 第3条第2項のただし書により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでな

いまま交付の申請をした交付対象者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び

地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、そ

の金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回

る部分の金額)を名護市経営発展支援事業等補助金仕入れに係る消費税仕入控除税額報

告書(様式第12号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて
これを返還しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない

場合又はない場合であっても、その状況等について、次条第1項の補助金の額の確定の

あった日の翌年5月30日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定等)

第16条市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の

審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が第6条又は

第10条第2項の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、名護

市経営発展支援事業等補助金確定通知書(様式第13号)により、交付すべき補助金の額

を確定し、交付対象者に通知するものとする。

(精算払請求)

第17条交付対象者は、補助金の精算払を受けようとする場合は、名護市経営発展支援事

業等補助金精算払請求書(様式第N号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第18条市長は、次に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変
更することができる。

山交付対象者が、本要綱に基づく市長の処分又は指示に違反した場合

②交付対象者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合

③交付対象者が、補助事業に関して、不正、事務手続きの遅延その他不適当な行為を
した場合

④交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要
がなくなった場合

2 市長は、前項による取り消しを行った場合は、経営発展支援事業等補助金交付決定取

消等通知書(様式第15号)により、交付対象者に通知するものとする。
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3 市長は、第1項の規定による取り消しを行った場合において、既に当該取消しに係る

部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部

返還を命ずるものとする。

4 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない

場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期問に応じて年利10.95%の割合で

計算した延滞金を徴するものとする。

5 市長は、交付対象者に対して、第1項第1号から第3号までの規定による取消しをし

た場合において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日から納

付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ず
るものとする。

(就農状況報告等)

第19条交付対象者は、補助事業実施の翌年度から交付対象者事業計画に定めた目標年度

の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報

告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告等(国対策要綱別記

1の別紙様式第4号若しくは別紙様式第1号-2又は国緊急要綱別記2の別紙様式第4

号若しくは別紙様式第1号-1。以下同じ。)を市長に提出しなければならない。

また、交付対象者は、毎年1回、就農状況報告等を提出する際(原則、毎年1月末ま

での報告時)に、「みどりチェック」チェックシート(国対策要綱別記1の別紙様式第

1号-2別添Ⅱ、別紙様式第4号別添5又は国緊急要綱別記2の別紙様式第4号別添

フ。以下「チェックシート」という。)に記載された各取組について、前回のチエック

シートの提出以降(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの

期間)に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出しなけれは

ならない。。

2 交付対象者は、交付対象者事業計画に定めた目標年度までに氏名、居住地や電話番号

等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(国対策要綱別記1の別紙様式

第5号又は国緊急要綱別記2の別紙様式第5号。以下同じ。)を市長に提出する。ただ

し、国対策要綱別記2の第6の2の⑥のイ又は国緊急要綱別記1の第6の2の⑥のイに

より住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。

3 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(国対策要

綱別記1の別紙様式第6号又は国緊急要綱別記2の別紙様式第6号。以下同じ。)を市

長に提出する。ただし、国対策要綱別記2の第6の1の⑦の工又は国緊急要綱別記1の

第6の1の⑦の工の報告を提出した場合は、当該報告をもって提出したものとみなすこ

とができる。

4 市長は、第1項の就農状況報告等の提出を受けたときは、サポートチーム(国対策要

綱別記1の第8の7又は国緊急要綱別記2の第8の7に規定するサポートチーム。以下

同じ。)と協力の上、就農状況報告等を確認し、必要に応じて当該サポートチームと連

携し、交付対象者に対し、適切な助言及び指導を行うものとする。

5 前項の就農状況報告等の確認は、国対策要綱別記1の第8の5又は国緊急要綱別記2

の第8の5の規定に基づき、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものと

する。

唄オ産の管理等)

第肋条交付対象者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対

応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」とい
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う。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理

し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 交付対象者は、本事業により導入した機械・施設、家畜(肥育牛を除く。)、果樹・茶

の改植を行った樹園地等(以下 1導入機械等」という。)を、常に良好な状態で管理

し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図

り、及び適正に管理運営しなければならない。

①交付対象者は、導入機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るた

め、管理運営日誌、利用簿等を適宜作成し、整備及び保存しなければならない。

②交付対象者は、前号で作成した導入機械等の管理運営日誌又は利用簿等を市長に各

年度に少なくとも一度提出しなければならない。

3 市長は、取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるとき

は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。

(財産の処分の制限)

第討条適正化法第器条に定める財産の処分を制限する期間は、規則第5条に規定する処

分制限期間(以下「処分制限期間」という。)とする。

2 取得財産等のうち、 1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具並びに牛、馬、豚及

びめん羊を処分制限期間内に処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第16

号。以下唄オ産処分申請書」という。)により、あらかじめ市長の承認を受けなければ

ならない。

3 前項の規定にかかわらず、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、

自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、か

つ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その

他必要な事項)が第5条第1項の規定により提出された交付申請書に記載してある場合

は、第6条の規定による交付決定通知をもって、次の条件により市長の承認を受けたも

のとみなす。

①担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率

を乗じた金額を納付すること

②本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと

4 第2項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により

得られた収入の全部又は一部を市に納付することを条件とすることがある。

5 交付対象者は、整備した導入機械等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利

用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該導入機械等の

処分制限期間内に行うときは、財産処分申請書により、あらかじめ市長に報告しなけれ
ばならない。

(残存物件の処理)

第器条交付対象者は、補助事業等を完了し、中止し、又は廃止した場合において、当該

事業の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その

品目、数量及び取得価格を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(災害の報告)

第器条交付対象者は、整備した導入機械等について、処分制限期間内に天災その他の災

害により被害を受けたときは、災害報告書(様式第17号)により直ちに市長に報告しな
ければならない。

(補助金の経理等)
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第リ条交付対象者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の

収入及び支出を記載し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。

2 交付対象者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を

整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5

年間整備保管しておかなけれはならない。

3 交付対象者は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前2項に規定

する帳簿等に加え財産管理台帳(様式第18号)その他関係書類を整備保管しなければな

らない。

4 前3項及び次条に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及

び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によ

ることができる。

(事業名等の表示)

第肪条補助事業により整備された導入機械等には、事業名等を表示するものとする。

(交付対象者情報の共有)

第26条市長は、第19条第1項の規定により提出された就農状況報告等の交付対象者情報

を必要に応じて、関係する機関の問で共有することができる。

(効率的かつ適正な執行の確保)

第舒条本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されることに鑑み、交付対象者は、

地域農業の振興に努めること。

2 市長は、本事業が適切に実施されたどぅか及び本事業の効果を確認するため、交付対

象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。

(補則)

第器条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7午4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この改正の施行前に名護市経営発展支援事業補助金交付要綱の規定により交付決定が

行われた補助事業については、なお従前の例による。

附則

(施行期印

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月7日から適用する。

(経過措置)

2 この改正の施行前に名護市経営発展支援事業補助金交付要綱の規定により交付決定が

行われた補助事業については、なお従前の例による。

.



別表(第2条関係)

区分

名護市経営

発展支援事

業等補助金

経費

1 名護市経営発展支援事業

交付対象者が国対策要綱別記1に

基づいて行う事業に要する次に掲げ

る経費

①通常枠

就農後の経営発展のために必要

な取組を支援する経費

ア機械・施設等の得、改良又

はりース

イ家畜の導入

ウ果樹・茶の新植・改植

工農地等の造成、改良又は復

旧

②地域計画早期実現枠

地域計画の早期実現に向けて、

将来の農地の受け手となる新規就

農者等の円滑な経営継承及び早期

の経営発展に向けた取組に要する

経費

ア経営資源の有効利用に向け

た取組農業用機械・施設等の

経営資源を交付対象者が継

承・利用するために必要とな

る修繕、移設、撤去等の取組

に要する経費

イ円滑な経営移譲に向けた取

組法人化、専門家の活用等の

農業経営の移譲に向けた取組

に要する経費(定款の認証料

等の法人設立費用、専門家謝

金、旅費等)

ウ経営発展に向けた取組1の

①に掲げる取組に要する経費

.

補助率

重要な変更

①通常枠

3/4以内

(国費1/2以内)

(県費1/4以内)

経費配分

の変更

事業の内容変

更

1 事業内容

の新設又は

廃止

②地域計画早期実

現枠

ア国費V3以内

イ国費V3以内

ウ 3/4以内

個費1/2以内)

(県費1/4以内)

2 交付対象

者の変更

3 事業費の3

0%を超え

る増

4 事業費の3

0%を超え

る減

2 名護市世代交代・初期投資促進

事業



交付対象者が国緊急要綱別記2に

基づいて行う事業に要する次に掲げ

る経費

①世代交代円滑化タイプ地域計

画の早期実現に向けて、将来の

農地の受け手となる新規就農者

等の円滑な経営継承及び早期の

経営発展に向けた取組に要する

経費

ア経営資源の有効利用に向け

た取組

農業用機械・施設等の経営資

源を交付対象者が継承・利用す

るために必要となる修繕、移

設、撤去等の取組に要する経費

イ円滑な経営移譲に向けた取

組

法人化、専門家の活用等の農

業経営の移譲に向けた取組に要

する経費(定款の認証料等の法

人設立費用、専門家謝金、旅費

等)

ウ経営発展に向けた取組

2の②に掲げる取組に要する

経費

②初期投資促進タイプ

就農後の経営発展のために必要

な取組を支援する経費

ア機械・施設等の得、改良又

はりース

イ家畜の導入

ウ果樹・茶の新植・改植

工農地等の造成、改良又は復

旧

.

①世代交代円滑化

タイプ

ア国費V3以内

イ国費V3以内

ウ 3/4以内

個費1/2以内)

(県費1/4以内)

1 事業内容

の新設又は

廃止

2 交付対象

者の変更

3 事業費の3

0%を超え

る増

4 事業費の3

0%を超え

る減

②初期投資促進タ

イプ

3/4以内

(国費1/2以内)

(県費V4以内)



●護市告示第103号

名護市健康増進事業等実施要綱の一部を改正tる要綱を次のように定める。

令和8年4月22日

名護市健康増進事業等実施要綱の一部を改正tる要綱~別紙

名護市長渡具知武豊,1
1,. r

1."
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;

、
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^

1

^
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宅護市健康増進事業等実施要綱の一部を改正する要綱

名護市健康増進事業等実施要綱の一部を改正する要綱(平成20年告示第卯号)の一部を

次のように改正司一る。

別表第1中

胃がん検診

結核検診及び肺がん

検ヨ,

胃がん検診

結核検診及び肺がん

検診

.

胸部エックス線検査

に改め、同表備考中「大腸がん検診」を「胃がん検診、胸部エックス線検査及び大腸がん

検診」に改める。

附則

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

集団検診

胸部エックス線検査

集団検診

集団検診

個別検診

集団検診

個別検診

を
「



名護市告示第ルア号

自動車の臨時運行許可業務規程第12条に基づき、失効した自動車臨時運行許可番号標を

告示する。

令和8年4月22日

失効した自動車臨時運行許可番号標~別紙

名護市長渡具知武

"^

市長印



失効した自動車臨時運行許可番号標

自動車臨時運行許可番号標番号

名護沖縄 545

,

失効年月日

令和8年4月22日

貸与年月日

不明



名護市告示第ψ'、号

送 達 書刀く公

下記書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、地

なお、公示送達する書類は、市長(国民健康保険課)が保管していますので、申し出があればいっでも送達を受けるべき方に

方税法第20条の2の規定により告示します。

交付します。

令和8年4月23日

]/ 1

納税通知書番

12114

^

類

配当計算書(謄本)

タ) 名 彩F

(往意)地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示左始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達が島うたものとみなされます。

税

名護市長渡具知武

国民健康保険税

目

^

市長印
納

玉城道保

税 義 務 者書Π
勺



名護市告示第W6号

子ども・子育て支援法(平成24年法律第価号)第認条のⅡの規定により次のとおり告示し

ます。

令和8年4月23日

、

子ども・子育て支援法第訟条のⅡの規定に基づく公示内容~Ξ1採氏

名護市長渡具知 石護
市長印



(別紙)子ども・子育て支援法第58条の11の規定に基づく公示内容

子ども・子育て支援施設等の種類

私 0

早

怯凱30貞の11凱1項

,、

珪認

元号

法凱卵条の6

年 月

確琵辞退

日 元号

謡第50条の10

任 月

令和

確認取消

日 元号

8 4

年

10

月 日 全部 一昂

怯第靭条の【0

停止の内昇

効力停止

自

停止期間

日

特定子ども・子育て
支援提供者
【設誰主体)

元号

至 名称

闇田秀子

名称

施設/事業所

ちゅらっこ

所在地

非公表
0らイ゛{シ^動畦'血ら暫A抑邑長雌心闇L阜
ι、1

Ⅷ闇1■.匡註阜一ι祉ーグを●画す'二ど

備考

居宅訪問型保育事業

元

酔
国
皐
上
【
畦

閏
含
心

闇

異
割
林
庫

画
か
り
恨
盲
の
実
算

公
私
の
別

,
1
厘
リ
ー
.
¥

武
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ト
.
、
.
ノ
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保
青

一
時
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預
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保
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箟
誰

0
岨
貿
、
酎
制
匡
一

雪
開
盾
【
隆
写
打
一

1
日

別
支
擡
学
枚



名護市告示第107号

平成5年9月21日付け名護市告示第50号で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

260条の2第10項の規定に基づき認可した地縁による団体「名護市我部区」の告示事

項について、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

令和8年5月8日

嶋

1 告示した事項のうち変更のあった事項

代表者に関する事項

2 その内容

令和8年5月1日から、代表者を名護市字我部32番地、仲宗根

る。

名護市長渡具知 ー^""'ー"""
'".四'"・、^,、1
ー゛'- r.]三.1■』一、ーー.1
1 .,ノ'Jι'","』ナ,3.ー.

信也とす

記



名護市告^108号

名護市女性相談員設置要綱の一部を改正する要綱を炊のように定める。

令和8年5月8日

.

名護市女性相談員設置要綱の一部を改正する要綱別紙

名護市長渡具知武

^

市長印



名護市女性相談員設置要綱の一部を改正する要綱

名護市女性相談員設置要綱(平成23年告示第73号)の一部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条この要綱は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和

名護市女性相談支援員の配置に関する要綱

.

4年法律第52号。以下「法」という。)第Ⅱ条第2項及び配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下晒ι

偶者暴力防止法」という。)第4条の規定に基づき、女性相談支援員を配

置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条女性相談支援員は、法第Ⅱ条第1項及び配偶者暴力防止法第4条

改正案

の規定による困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立

場に立って相談に応じ、及ぴ専問的技術に基づいて必要な援助を行う業

務を行うものとする。

(身分及び勤務条件等)

第3条女性相談支援員は、地方公務員法印召和25年法律第261号)第22条

の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 女性相談支援員の任期、服務その他の勤務条件については、別に定め

る。

(任用)

第4条女性相談支援員は、第2条に規定する職務を行う上で必要な知識

及び能力を有し、かつ、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから市長

が任用する。

①人格及び行動において社会的信望があり、かつ要保護女子の保護女

子の保護更生につき、熱意と識見を持っている者

(設置)

第1条この要綱は、売春防止法(昭和31年法律第Ⅱ8号))第35条第2項の

名護市女性相談員設置要綱

-1

規定する婦人相談員及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律(平成13年法律第31号。以下晒引局者暴力防止法」)第4条の規

定する婦人相談員(以下「女性相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条女性相談員は、売春防止法 35条第3項に定める業務、配偶者暴力

現1テ

防止法第4条に定める業務その他これらに付随する業務を行うものとす

る。

(身分及び勤務条件等)

第3条女性相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2

第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 女性相談員の任期、服務その他の勤務条件については、別に定める。

(任用)

第4条女性相談員は、第2条に規定する職務を行う上で必要な知識及び

能力を有し、かつ、孜の各号に掲げる要件を満たす者のうちから市長が任

用する。

山・職務を行うに適する健全な心身を有する者

②人格及び行動において社会的信望があり、かつ要保護女子の保護女

子の保護更生につき、熱意と識見を持っている者



②相談員の経験を有する者又は女性一時保護施設、母子緊急一時保護

施設若しくは母子生活施設のいずれか1施設以上で3年以上の業務の

経験を有する者

(職務日誌等)

第5条女性相談支援員は、その職務の執行状況を業務日誌に記入し、所属

長に報告しなけれぱならない。

2

性の状況を、前項の業務日誌のほか、相談票及び取扱経過記録票に記録

し、整理しておかなければならない。

3 前2項に規定する業務日誌並びに相談表及び取扱経過記録票への記録

女性相談支援員は、相談又は指導を行った要保護女子及び暴力被害女

等及び所属長への報告は、電子情報処理組織(名護市情報通信技術を活用

した行政の推進に関する条伊K令和5年条例第3号)第3条第1項に定め

る電子情報処理組織をいう。)への入力をもって代えることができる。

(補則)

第6条この要網に定めるもののほか、女性相談支援員に関し必要な事項

(その他)

第6条この要綱に定めるもののほか、女性相談員に関し必要な事項は、別

は、別に定める。

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。
附則

(施行期田

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に改正前の名護市女性相談員設置要綱により任用した女性相談員は、改正後の名護市女性相談支援員の配置に関す
る要綱により任用した女性相談支援員とみなす。

(名護市家庭児童相談室設置運営要綱の一部改正)

3 名護市家庭児童相談室設置運営要綱の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「名護市女性相談員設置要綱(平成23年名護市告示第73号)」を「名護市女性相談支援員の配置に関する要綱(平成23年

名護市告示第73号)」に改める。

③相談員の経験を有する者又は女性一時保護施設、母子緊急一時保護

施設若しくは母子生活施設のいずれか1施設以上で3年以上の業務の

経験を有する者

(職務日誌等)

第5条女性相談員は、その職務の執行状況を業務日誌に記入し、所属長に

に定める。

報告しなけれぱならない。

2 女性相談員は、相談又は指導を行った要保護女子及び暴力被害女性の

状況を、前項の業務日誌のほか、相談票及び取扱経過記録票に記録し、整

理しておかなければならない。



別紙(第7条関係)

名護市公告第 20 号

令和 8年1月 器日

名護市公募型指名競争入札の実施にっいて

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施tるため、次のとおり公告し主
→、。

「1'_!ニ'だ九^

¥

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

長筋原支線9号農道災害復旧工事

概要

6

士木一式工事

入札日時

7

名護市字屋部地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結印~令和8年9月30日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

災害復旧工事一式

最低制限価格

10

令和8年5月15E (金)午前9時30分

.、Ξ'J ι冨、'^

,■『^'■一

武豊トー t'ゞ 01
、、',;,、、、,【〆

入札保証金

H

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

31,フ79,000円

申請書提出期限

玲

言斐正司→る

工事内容に関tる
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をt,つて契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和8年5月1日(金)正午

担当課

令平略年5月Ⅱ日綱)正午

令和8年5月12日(火)

令和8年5月8日(金)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
農林水産課

「



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けてぃること。

名護市の土木一式工事旦量区墜△級に登録されてぃる者であること。

配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施にっいて(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札にっいて

2

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者となり得る国家資格取得者(1,2級士
木施工管理技士、1,2級建設機械施工管理技士又は技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されてぃない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じてぃない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわってぃる者でないこと。
本案件は士木一式工事B級業者に対し令和8年3月27日付け公告を行ったが、入札参加申
請業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったものである。また、
前回公告時より設計金額が変更になったため、改めて士木一式工事B級全業者゜(受注一
含む)及ぴ士木一式工事A級全業者(受注中含む)を対象として再度公告する。本案件
を受注しても士木一式工事A級の落札伽」限の対象としない。

本案件は令和7年度繰越事業となるため、士木一式工事B級業者にっいては、本工事の
完成検査後、令和8年度の入札に参加できます。
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4 提出書類

次に掲げる書類を令和8年5月1日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和8年5月8日(金)に指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付し
ます。

¥

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、炊の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者にっいては、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



名護市公告第雛号

企画提案及び運営業務委託に係る公募型プロポTSUNAGU CITY 2027 in NAGO

ーザルを次のとおり実施する。

令和8年5月8日

゛

r

1 事美名 TSUNAGUCITY2027 血 NAG0 企画提案及び運営業務委託

2 実施要項等は、市ホームページに公表及び商工・企業誘致課に備え付ける

こととする。

名護市長渡具知武名護
市長印


